
様 式 第 55（ 第 38条 の ８ 関 係 ）

【 書 類 名 】 特 許 協 力 条 約 第 25条 の 規 定 に よ る 検 査 の 申 出 書

（ 【 提 出 日 】 平 成 年 月 日 ）

【 あ て 先 】 特 許 庁 長 官 殿

【 国 際 出 願 番 号 】

【 発 明 者 】

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 】

【 申 出 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

（ 【 国 籍 】 ）

【 代 理 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

【 拒 否 （ 宣 言 、 認 定 ） の 通 知 を 受 け た 日 】

【 国 際 事 務 局 へ 国 際 出 願 の 写 し の 送 付 を 請 求 し た 日 】

【 申 出 の 趣 旨 】

【 申 出 の 理 由 】

【 提 出 物 件 の 目 録 】

【 物 件 名 】 国 際 出 願 の 翻 訳 文 １

【 物 件 名 】 （ ）

〔備 考 〕

１ 「 【 国 際 出 願 番 号 】 」 の 欄 に は 、 「 Ｐ Ｃ Ｔ ／ ○ ○ ○ ○ ／ ○ ○ ○ ○ ○ 」 の よ う

に そ の 国 際 出 願 の 番 号 を 記 載 し 、 国 際 出 願 番 号 が 通 知 さ れ て い な い と き は 、 そ

の 国 際 出 願 の 提 出 年 月 日 及 び 書 類 記 号 （ 願 書 に 記 載 さ れ て い る 場 合 に 限 る 。 ）

を 記 載 す る か 、 又 は 「 別 添 願 書 写 し の と お り 」 と 記 載 し 、 当 該 国 際 出 願 の 願 書

の 写 し を 添 付 す る 。

２ 「 【 発 明 者 】 」 、 「 【 申 出 人 】 」 又 は 「 【 代 理 人 】 」 の 欄 に 記 載 す べ き 者 が

２ 人 以 上 あ る と き は 、 次 の よ う に 欄 を 繰 り 返 し 設 け て 記 載 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 第 27条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 出 人 の 権 利 に つ い て 持 分 を 記 載 す る と き は

、 「 【 申 出 人 】 」 の 次 に 「 【 持 分 】 」 の 欄 を 設 け て 「 ○ ／ ○ 」 の よ う に 分 数 で

記 載 し 、 申 出 人 に 係 る 代 表 者 選 定 の 届 出 を 出 願 と 同 時 に す る と き は 、 代 表 者 と

し て 選 定 さ れ る 申 出 人 を 第 一 番 目 の 「 【 申 出 人 】 」 の 欄 に 記 載 し 、 「 【 申 出 人

】 」 （ 申 出 人 の 権 利 に つ い て 持 分 を 記 載 す る 場 合 に あ つ て は 、 「 【 持 分 】 」 ）

の 次 に 「 【 代 表 申 出 人 】 」 と 記 載 す る 。



【 発 明 者 】

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 】

【 発 明 者 】

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 】

【 申 出 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

（ 【 国 籍 】 ）

【 申 出 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

（ 【 国 籍 】 ）

【 代 理 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

【 代 理 人 】

（ 【 識 別 番 号 】 ）

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

３ 「 【 申 出 の 趣 旨 】 」 の 欄 に は 、 拒 否 、 宣 言 又 は 認 定 の い ず れ か に 係 る 申 出 で

あ る か を 記 載 す る 。

４ そ の 他 は 、 様 式 第 ２ の 備 考 １ か ら ４ ま で 、 10か ら 12ま で 、 14、 16、 17及 び 19

、 22か ら 25ま で 、 様 式 第 ３ の 備 考 ４ 、 様 式 第 ４ の 備 考 ４ 並 び に 様 式 第 26の 備 考

９ 、 11、 13、 15か ら 17ま で 、 19及 び 24と 同 様 と す る 。


